
項目

Ⅰ-1 この補助金の趣旨について教えてください。 Ⅰ-1
長時間労働の是正等、就労環境の改善に積極的に取り組む中小企業等に補助金を交付
し、府内企業の就労環境の改善を支援するための制度です。

Ⅰ-2

厚生労働省など他の補助金との併給は可能ですか。
併給できない場合は、アドバイザーは、申請事業につい
て他の機関の補助金を受給しているのか確認する必要が
あるのでしょうか。

Ⅰ-2

当該補助金と国・地方公共団体・その他機関等の趣旨が類似した補助金等との併給につ
いては、同一の取組においてはできません。したがって、アドバイザーは、事業所に併
給できない旨を必ず伝えてください。
（例：取組Ａ、取組Ｂがあり、取組Ａを国の補助金、取組Ｂを府の補助金で実施する場
合は可、一つの取組を国の補助金、府の補助金両方を受給して実施する場合は不可とな
ります。）

なお、申請手続業務を受託した社会保険労務士が申請を行う場合は、個別の業務であ
り、京都府社会保険労務士会が京都府より受託したこの事業とは関係ありませんので、
個々の社会保険労務士の対応となります。（Ⅲ－２参照）

Ⅰ-3 不正に補助金を受給した場合はどうなるのでしょうか。 Ⅰ-3

補助金を他の用途に使用するなど補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反
したときは、交付決定の全部又は一部が取り消されることがあります。また、取消決定
があった場合は、既に補助金が支給されている場合には返還しなければなりません。
アドバイザーは、企業にはくれぐれもこの制度の趣旨に沿った改善の取組を実施するよ
うご指導ください。

Ⅰ-4

補助金が不支給となる要件が実施要領に書いてありませ
んが、交付決定の内容に付した条件に基づき交付決定の
取消しがあるということですか。

Ⅰ-4 お見込みのとおりです。交付決定の内容に違反することのないようにご留意ください。

Ⅰ-5

交付要領の第3条でいう「アドバイザーの派遣を受けたも
の」について、前年度の派遣事業所が翌年度改善の取り
組みを行う場合、補助金の対象となりますか？

Ⅰ-5
補助金申請と同一年度にアドバイザー派遣を受けた事業所が対象となりますので、翌年
度に再度、アドバイザー派遣を受けてください。

Ⅰ-6

補助金の受給要件には人材確保や定着率向上の要件はな
く、人材確保や定着率の増加等の実績がなくても、環境
整備の取り組みを行えば補助金の対象となるという認識
で間違いはありませんか。

Ⅰ-6

人材確保や定着率向上が目的のためのものであれば、補助金の対象となります。
ただし、交付申請の際、成果目標を立て、目標達成を目指して取り組みを行ってくださ
い。

Ⅰ-7 業種の区分の基準はありますか。 Ⅰ-7 日本標準産業分類をもとに記入してください。

Ⅰ-8 財団法人や社会福祉法人等については、補助対象となる
のでしょうか。

Ⅰ-8

中小企業の規模に当たる場合は、補助対象となります。
資本金または出資金の総額の概念があてはまらない社会福祉法人・社団法人等は労働者
数で判断することになります。財団法人については労働者数、出資金又は出資の総額
（基本財産を出資金又は出資の総額と読み替える）のいずれかを満たせば対象とするこ
とは可能です。ただし、きょうと福祉人材育成認証制度、または、「京都モデル」ワー
ク・ライフ・バランス推進企業認証制度による認証を受けていれば、企業規模に関わら
ず補助対象となります。
   なお、本店所在地が他の都道府県であっても補助金の対象となりますが、補助対象経
費は京都府内で実施することが要件となりますので、京都府外の事業場等での取組は補
助対象となりません。

Ⅰ-9

交付要領の第３条（補助対象者）に「京都府内に事業所
を有する」の解釈について教えてください。 Ⅰ-9

本社所在地が他の都道府県であっても事業所が府内にあれば、補助の対象となります
が、補助対象事業は京都府内で実施することが要件となりますので、京都府外の事業所
での取組は補助対象となりません。

Ⅰ-10 外国人技能実習生は、従業員数に含まれますか。 Ⅰ-10 含まれません。

Ⅱ-1

就業規則の作成・変更、就労環境改善など具体的な改善
取組が補助の対象となるか判断がつかない場合は、どう
対処すればいいのでしょうか。

Ⅱ-1

改善取組は、この事業の趣旨にかなっている必要があります。
個々の事業所によって職場環境も異なり、取組内容も様々なため、必要に応じ中央会に
相談してください。

Ⅱ-2 交付申請時の添付書類は何が必要ですか？ Ⅱ-2

添付書類については、実施する内容により異なります。

①「就業規則の作成・変更」の場合の場合は、以下のとおりとなります。
・申請時には作成を依頼する社会保険労務士の発行する見積書、また、実績報告時には
請求書・領収書のほか、成果物として労働基準監督署の受付印のある就業規則（変更）
届（変更前と変更後）
※労働基準法上、届出義務のない事業所(労働者数が１０人未満)でも労働基準監督署で
受付しますので、届け出してください。
・変形労働時間制度、勤務シフト等の作成の場合
上記に準じますが、シフト表については、新、旧の表をご提出いただくことになりま
す。場合によっては、出勤簿の提出をお願いすることがあります。

②「所定外労働時間削減のための設備導入経費」、③「就労環境改善のための設備導入
経費）」の場合は、申請時には設備導入前の写真、見積書、購入しようとする備品・用
具・器具・機器等のパンフレット、取扱説明書など、また、実績報告時には設備導入後
の写真、納品書、請求書、領収書などが必要となります。

Ⅱ-3 書類の提出方法は決まっていますか。 Ⅱ-3 直接持参、郵送どちらも可能です。提出部数は正１部です。

就労環境改善サポート補助金Ｑ＆Ａ（令和２年５月現在）
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項目 Ｑ. A.

Ⅱ-４

①「就業規則等の作成・変更」、②「所定外労働時間削
減のための設備導入経費」、③「就労環境改善のための
設備導入経費」を申請する場合、アドバイザーはどのよ
うに関与するのですか。

Ⅱ-４

アドバイザーは①～③の申請について、事業所が実施される取組がアドバイスした内容
であることを必ず確認してください。
・アドバイザーがアドバイスした改善取組が補助金の対象となり、事業所が自らの判断
で行う改善取組は補助金の対象とはなりません。
・①のうち、事業所が実施される取組に関しては、必ずしもアドバイザーが直接、その
取組の対応に当たられる必要はありません（例えば、就業規則の作成の取組についてア
ドバイスされた場合、アドバイザーが直接、就業規則を作成する等）。事業所の顧問社
労士が就業規則の作成をされることももちろん可能です。

Ⅲ-1
アドバイザーは、どのように就労環境の改善取組をアド
バイスすればいいのでしょうか。

Ⅲ-1
アドバイザーは、企業の実情を踏まえ、事業主と相談のうえ、就労環境の改善につなが
る改善取組を導入するようアドバイスしてください。

Ⅲ-2
アドバイス先の企業から補助金の申請を依頼されました
が、その依頼を受けてもいいのでしょうか。

Ⅲ-2

アドバイザーは、補助金申請業務についての受託はしないでください。
例外として、企業規模等から手続きができない、企業から強い要望があるなどやむを得
ない事情がある場合は、アドバイザーとしてではなく、一社労士として受託してくださ
い。なお、受託する場合は、事前に京都府社会保険労務士会のコーディネーターの了承
を得た上で、書面により、報酬額、業務の範囲などについて契約し、トラブルがないよ
うにしてください。

Ⅳ-1
就労環境改善のために既存の就業規則を変更した場合も
対象となるのですか。

Ⅳ-1 就労環境改善に資する場合は対象となります。

Ⅳ-2

例えば、労働者数が15名で、就業規則を作成・届出して
いない事業所にアドバイスを行い、就業規則の作成・届
出を行い、それが就労環境改善に資する場合は補助金の
対象となりますか。

Ⅳ-2
まずは、アドバイザーとしてのアドバイスで対応することとなりますが、具体的な取組
として就業規則の作成・届出を行った場合は補助金の対象となります。

Ⅳ-3

以下のケースは補助金の対象となりますか。
①　従業員用自転車置き場の新設
②　事業所の看板設置
③　営業兼求人用の会社案内（パンフレット）の作成
④　事業所のクーラーの新設・買い換え
⑤　休憩室のマッサージチェアの買い換え
⑥　事務所移転に伴う什器、備品の買い換え
⑦　トイレの改修等。
⑧　休憩室、分煙室の設置
⑨　シャワールームの設置
⑩　非常灯、誘導灯の設置（改修）
⑪　ウイルス除菌のための設備の設置

Ⅳ-3

①　対象とはなりません。
②　対象とはなりません。
③　対象とはなりません（求人用のみの用途でも対象とはなりません。）。
④　屋内作業場等の温度が著しく高く、作業環境の改善のためのクーラーの新設は対象
とはなります。ただし、単なる買い換えは、補助対象とはなりません。
⑤　対象とはなりません。
⑥　対象とはなりません。
⑦　臭気がひどい、高齢の従業員がいるため和式トイレであれば足腰に負担がかかる、
また、トイレが非常に遠い場所にしかない等、職場環境に悪影響が出ている場合などは
対象になる場合がありますので、個別にご相談ください。
⑧　対象とはなりません。
⑨　対象とはなりません。
⑩　対象とはなりません。消防設備は、事業主自身で設置してください。
⑪　就労環境改善につながるものであれば対象となります。

Ⅳ-4
社員研修やセミナー受講のための経費は、補助金の対象
となりますか。

Ⅳ-4 対象とはなりません。

Ⅳ-5
交付申請前に購入した物品は補助金の対象となります
か。

Ⅳ-5
交付決定前のものは対象外です。事前着手届による事業実施は原則、支出が伴わないも
のに限られます。

Ⅳ-6

育児休業制度を整備して従業員の雇用継続を目指したい
が、そのアドバイス、規程作成、申請書類作成料のいず
れも対象となりますか。

Ⅳ-6
アドバイスはアドバイザー派遣で実施してください。規程作成は補助の対象となりま
す。補助金申請の書類作成料は補助金の対象外です。

Ⅳ-7
就労環境改善のための費用であれば複数の取組でもよい
のでしょうか。

Ⅳ-7 複数の事業実施は可です。

Ⅳ-8

従業員がすべてアルバイトの5人程度の会社で、就労環境
改善のための設備等を導入したいが、このような会社で
も補助対象になりますか。

Ⅳ-8
アルバイトのみの会社でも、補助対象となりますが、アルバイトを１人でも正規雇用に
切り替えてていく等の成果目標を立て、取り組んでいただきますようお願いします。

Ⅳ-９
従業員がいない個人事業主（いわゆる一人親方）は、補
助対象となりますか。

Ⅳ-９ 労働者災害補償保険の適用事業場である場合は、補助対象となります。

Ⅳ-10
土地、建物が賃貸の場合に造作を行う際は、補助の対象
になりますか。

Ⅳ-10

基本的に土地や建物が賃借の場合、すぐに造作物を撤去しなければならないときは対象
となりません。ただし、賃借であっても今後も継続して利用する見込みがある場合は、
補助対象となる可能性があります。たとえば賃借契約が自動更新である場合などです。
ただし、通常は、補助対象となった場合でも「補助事業等により取得し、又は効用の増
加した財産の処分制限期間」（厚生労働省告示第三百八十四号）を準用し、その期間内
に当該補助事業により取得した財産を処分した場合は、一部、補助金の返還となりま
す。

Ⅳ-11
就業規則の作成は、労働基準監督署への届出まで、含む
のでしょうか。

Ⅳ-11

就業規則の作成を請け負った社会保険労務士が届出までする場合と、事業主自身が届出
をする場合がありますが、就業規則の作成代金は、通常、届出までをした場合の代金が
多く、不可分なことが多いため、届出までを就業規則作成一式の代金としても差し支え
ありません。

Ⅳ-1２

従業員の就労場所と、客間等が同一の場合、当該就労場
所兼客間等に冷暖房機を設置するのは、補助の対象とな
りますか。

Ⅳ-1２
従業員の就労場所と、客間等が同一の場合、補助の対象とはなりません。通常、お客様
に来店していただくために事業主が当然、設置しておくべきものと考えられます。
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項目 Ｑ. A.

Ⅳ-13

介護事業所における介護用の浴場で、水蒸気と熱気がこ
もるので、現状の換気扇よりもさらに大きなものを取り
付けたいが、補助の対象となりますか。

Ⅳ-13 対象とはなりません。（上記Ⅳ-1２の考え方に準じます。）

Ⅳ-14

老人介護施設で、衣類を洗濯するのに浴場を使用してい
るが、姿勢がきついこともあり、浴場内に洗濯シンクを
設置したいが、補助の対象となりますか。

Ⅳ-14
対象とはなりません。介護施設での洗濯シンクや洗濯機の設置は、本来の業務のために
設置するものであり、「就労環境改善のための設備導入」とは区別されます。

Ⅳ-1５ 中古品は補助の対象となりますか。 Ⅳ-1５ 補助対象とはなりません。

Ⅳ-1６
就業規則を事業者自身で作成するための経費（相談セン
ター等の相談費用や交通費等）は対象になりますか

Ⅳ-1５ 補助対象とはなりません。
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